
水道メーターの取り替え

住宅・土地統計調査を実施します

　
水
道
メ
ー
タ
ー
の
有
効
期
限（
８
年
）が
過
ぎ
る
前

に
、市
が
取
り
替
え
を
行
い
ま
す（
費
用
負
担
は
あ
り

ま
せ
ん
）。
原
則
、
立
ち
会
い
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
作
業
中
は
一
時
的
に
水
道
が
使
用
で
き
な
く
な
り

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

取
り
替
え
対
象

　

�

平
成
２３
年
度
に
市
が
設
置
し
た
水
道
メ
ー
タ
ー

※�

対
象
者
に
は
事
前
に
文
書
で
通
知
。

対
象
地
区
・
期
間

　
守
山
、
吉
身
、
小
津
学
区

　
９
月
１
日（
土
）～
１５
日（
土
）

　

�

玉
津
、
河
西
、
速
野
、
中
洲
学
区

　
１０
月
１
日（
月
）～
１５
日（
月
）

取
り
替
え
業
者

　
守
山
市
管
工
事
業
協
同
組
合

※�

取
替
従
事
者
は
、
組
合
の
腕
章
お
よ
び
市
発
行
の

「
水
道
量
水
器
取
替
業
務
従
事
者
証
」を
携
帯
し
て

い
ま
す
。

問�

上
下
水
道
事
業
所

　
経
営
総
務
課　

　
☎（
５
８
２
）１
１
３
６

　
5（
５
８
２
）５
７
８
０

　
総
務
省
統
計
局
、
県
、
市
で
は
、
住
宅
・
土
地
統

計
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
住
生
活
に
関
す
る
最
も
基
本
的
で

重
要
な
調
査
で
、
全
国
約
３
７
０
万
世
帯
を
対
象
と

し
た
大
規
模
な
調
査
で
す
。
調
査
対
象
と
な
る
世
帯

に
は
、
統
計
調
査
員
が
調
査
書
類
を
配
布
し
ま
す
。

調
査
内
容

①
住
宅
数

②
居
住
状
況

③
高
齢
化
社
会
を
支
え
る
居
住
環
境

④
耐
震
性
・
防
火
性
等
の
住
宅
性
能
水
準
の
達
成
度

⑤
土
地
の
利
用
状
況

⑥
空
き
家
の
実
態

調
査
期
間　
８
月
中
旬
～
１０
月
下
旬

他
・�

調
査
へ
の
回
答
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ま
た
は
調

査
票
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
・�

調
査
票
の
記
入
内
容
は
、
統
計
法
に
よ
り
厳
重

に
保
護
さ
れ
、
目
的
外
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

問�
公
文
書
館

　
☎（
５
１
４
）１
０
５
０

　
5（
５
１
４
）１
０
５
１

水道メーターの取り替え

「子どもの人権110番」強化週間
　
大
津
地
方
法
務
局
と
滋
賀
県
人
権
擁
護
委
員
連
合

会
が
子
ど
も
の
人
権
に
関
わ
る
相
談
専
用
電
話
を
増

設
し
ま
す
。

設
置
電
話　
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル�

０
１
２
０（
０
０

７
）１
１
０

時�

８
月
２９
日（
水
）～
９
月
４
日（
火
）午
前
８
時
３０
分

～
午
後
７
時

　
（
土
・
日
曜
日
は
午
前
１０
時
～
午
後
５
時
）

相
談
内
容　
い
じ
め
、
体
罰
、
不
登
校
、
虐
待
な
ど

他�

右
記
期
間
以
外
で
も
人
権
擁
護
委
員
・
法
務
局
職

員
が
電
話
相
談
に
応
じ
ま
す（
平
日
午
前
８
時
３０

分
～
午
後
５
時
１５
分
）。

問�

大
津
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
☎（
５
２
２
）４
６
７
３　
5（
５
２
２
）５
３
１
７

市でも人権相談を実施しています
家庭、地域、職場などで
の人権や差別に関する
ことでお悩みの人は気
軽にご相談ください。

問
人
権
政
策
課

　
☎（
５
8
２
）1
1
1
6

　
5（
５
8
２
）９
４
４
1

　毎月第1・3木曜日
（祝日・年末年始除
く）にすこやかセン
ター3階で実施中！

調
査
に
ご
協
力

よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す

見本
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